
釧路方面本別警察署 上利別駐在所ミニ広報紙 令和８年４月号

「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない」
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/honbetsu-syo/

令和８年４月号

作成者

上利別駐在所勤務員

令和8年4月1日から、16歳以上

を対象に自転車にも青切符が適用さ

れ、悪質・危険な違反は反則金の対

象となります。青切符導入後も自転

車の交通違反を認知した場合、基本

的には、これまでと同様に現場での

「指導警告」を行います。

また、酒酔い運転等の重大な違反

は赤切符の対象です。

自転車利用時は交通ルールを守

り、安全運転をお願いします。

る
う
と

主な違反行為 反則金

スマホ「ながら運転」 12,000円

逆走・歩道走行
６,000円

信号無視

一時不停止
５,000円

傘差し・イヤホン使用

二人乗り
３,000円

2台以上で並走

４月６日から春の全国交通安全運動が実施されます。
交通事故「０」を目標に、車も歩行者も交通法規を守って安全第一

を心がけましょう。


